
小平市行財政再構築プランの概要  
 

 

 
市民本位で自立性の高い市政の実現を目指します 

市民との連携や役割分担による効果的なサービス提供を図ります 

 

 

小平市では、平成９年度以降、「小平市行財政改革大綱」に基づき行財政改革の取組を進

め、経費の縮減、定員の適正化、市民サービスの拡充など一定の成果をあげてきました。 

しかしながら、この間、地方分権改革、三位一体改革、少子高齢化など、市政を取り巻

く環境は大きく変化しており、市財政の硬直化も進んでいます。こうしたなかで、市には

これまで以上に市民ニーズをしっかりと把握し、自ら政策を立案、実施していくことが求

められています。また、公共サービスのニーズや担い手が多様化するなかで、地域の多様

な主体と連携してサービスの充実を図っていくこともこれまで以上に求められています。 

そこで、行財政の仕組みを再構築し、市民と行政とが連携して共に公共サービスを担う

「新しい公共空間」の形成や、「市民本位」で「自立性」の高い市政の実現を目指していく

ため、平成１９年度から４年間を計画期間とする「行財政再構築プラン」を策定しました。 

 

 

【行財政再構築プランの位置付け・対象期間】 

 

行財政再構築プランは、平成 18年度からスタートした第三次長期総合計画・前期基本

計画において改革に必要な取組の一つとして位置付けられている計画で、中長期的な市の

行政運営のあり方・考え方や必要な方策の道筋を定めた「行財政再構築方針」と方針を踏

まえた具体的取組を示した「改革推進プログラム」から構成されます。 

行財政再構築プランの対象期間は、平成19年度から平成22年度までの４年間です。

なお、行財政再構築方針の対象期間は、平成19年度から平成27年度までの９年間です。 
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小平市第三次長期総合計画前期基本計画

   小平市改革推進プログラム（4年間）

     小平市行財政再構築方針（9年間）

（仮）小平市第２次改革推進プログラム（5年間）

小平市行財政再構築プラン

方向性・考え方

具体的取組
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≪基本的考え方≫ 

 小平市の行財政再構築は、以下の視点に基づき３つの方向性と５つの方針の実現を目指します。 

背景 ○ 財政健全化の要請 

○ 分権型社会にふさわしい都市づくりの要請 

○ 公共サービスのニーズと担い手の多様化 

 

基本的な視点 

 

 

 
「自立性」の高い市政の実現 

「市民本位」の市政の実現 

「新しい公共空間」の形成 市民と行政とが連携や役割分担により共に公共サービ

スを担う「新しい公共空間」の形成を図ります。 

市政に市民の声を取り入れるとともに市民にしっかり

と説明を行い、市民の信頼と支持を得ることができる

「市民本位」の市政を実現していきます。 

「自立性」の高い行財政運営を行うとともに、自らの責

任で政策を立案、実施、説明していく政策的にも自立し

た市政を実現していきます。 

 

行財政再構築の方向性と方針 

 

 

 

    方針の目指す方向性                方 針 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

パートナーシップと役割分担による

効果的なサービスの提供 

成果指向のマネジメントシステムに

よる市民本位のサービス提供 

 

情報の共有と 

双方向のコミュニケーション 

 

 

 

市政を支える経営基盤の強化 

地域協働の推進 

財政基盤の強化 

執行体制の再構築 

ＰＤＣＡサイクルの構築 

硬直化が進む市財政の基盤強化や執行体制の再構築など、市政

を支える経営基盤の強化を図ります。 

どのような公共的価値（成果）をもたらすのかという視点から、

事業の改善を可能にする運営管理の仕組みを構築します。 

地域の多様な主体と行政とのパートナーシップ（連携）と役割

分担により効果的に公共サービスを提供する体制を築きます。
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≪行財政再構築プランの内容≫ 

 

行財政再構築プランは｢行財政再構築方針｣と｢改革推進プログラム｣から構成されます。 

 

１ 行財政再構築方針 

「行財政再構築方針」は次の５つです。これを踏まえて、平成19年度から平成27年度ま

での９年間に行財政再構築のために必要とされる方策を定めています。 

 

（１）地域協働の推進 

市民と行政との協働を進めるとともに、地域を支える多様な主体が連携しながら質の高い公共サ

ービスを提供していくことのできる体制を築きます。 

（２）情報の共有と双方向のコミュニケーション  

市民の市政への参加を推進し、市民と行政との信頼関係を構築していくためにも、市民と行政と

の間での情報共有を進めるとともに、多様な手段によって双方向のコミュニケーションを図ります。 

（３）ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・見直しのサイクル）の構築  

計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、見直し（Action）の過程をたどる PDCAサイクル

の構築により、市民の目線から事業の必要性を見直していくことのできる体制を築きます。 

（４）財政基盤の強化  

限られた財源を有効に活用するため、長期的な視野に立った計画的な財政運営を行うとともに、

歳入を増やし歳出を減らす様々な取組により財政基盤を強化していきます。 

（５）執行体制の再構築  

公共施設、組織体制、人事給与制度など、サービスの提供体制を幅広く見直し、市民満足度の高

い行政サービスを効果的かつ効率的に行っていきます。 

 

２ 改革推進プログラム 

 

行財政の再構築を着実に進めるため、行財政再構築方針に基づき計画期間内（平成19年度

から平成 22 年度まで）に取り組むべき全 100 項目の取組を「改革推進プログラム」として

定め、具体的な取組内容や推進担当課、年度計画等を明らかにしました。 

５つの行財政再構築方針の体系別にみた「改革推進プログラム」の数は以下のとおりです。 

 

 ○ 地域協働の推進                ２２項目 

 ○ 情報の共有と双方向のコミュニケーション     ７項目 

 ○ PDCAサイクルの構築     １４項目 

 ○ 財政基盤の強化      ３０項目 

 ○ 執行体制の再構築                            27 項目 
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≪行財政再構築プランの体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜方針＞ ＜方策＞ ＜改革推進プログラム＞

１　自治基本条例の制定

4-2　地域に根ざした公民館事業の展開

4-3　図書館施設の提供

７　協働事業の推進(クリーンメイトとの協働の促進）

9-3　アドプト制度の推進（公園等ボランティア制度の推進）

８　提案型の協働事業の実施

10　地域自治の仕組みの研究

11-3　図書館ボランティア事業の評価

8-2　提案型の民営化制度の実施

10-2　防災・防犯の取組を通じた地域自治の推進

２　協働指針の策定

9-2　アドプト制度の推進（道路等ボランティア制度の推進）

 Ⅰ　地域協働の推進 １　地域協働の基盤づくり

２　地域協働の仕組みづくり

7-2　協働事業の推進(コミュニティスクールの導入及び推進)

３　市民活動団体や中間支援団体の育成

４　市民活動の場所と場の提供

５　市民活動支援公募補助事業の実施

６　市民公募債発行の検討

３　評価の仕組みづくり

7-3　協働事業の推進(市民との協働による校庭や体育館の開放)

９　アドプト制度による防火水槽用地の管理

10-3　まちづくり団体の組織化に向けた仕組みづくり

11　安全安心まちづくりに向けた協働事業の評価

11-2　学校支援ボランティア事業の評価
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15　コスト情報の公表

 Ⅲ　PDCAサイクルの構築 １　目標管理体制の構築 17　組織目標の管理体制の構築

２　課題提起型広報の実施 14　テーマ設定型広報の実施

 Ⅱ　情報の共有と双方向のコ
　　　ミュニケーション

１　分かりやすい情報の提供 12　分かりやすい行政資料の公表

12-2　分かりやすい行政資料の公表

21　公共施設評価の実施

22　監査事務の充実

23　事業仕分けの実施

20-3　施設修繕事業に関するアンケート調査の実施

３　事務事業の見直し

26　市政アドバイザー制度の導入

24　スクラップアンドビルドの徹底

25　職員提案制度の見直し

27　生活保護事業の見直し

３　双方向のコミュニケーション

２　評価体制の構築

20-4　利用者アンケート調査の実施

16　双方向のコミュニケーション手段の活用

13　多様な情報提供手段の活用

13-2　図書館における多様な情報提供

19　行政評価の実施

18　職員の目標管理体制の再構築

20　外部評価の検討

20-2　市民へのアンケート調査の実施
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35　受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）

２　自主財源の確保

29　経常収支比率の改善

１　計画的な財政運営 28　中期的な財政見通しの策定

3４　市税・国民健康保険税の収納率向上対策の実施

34-2　介護保険料の収納率向上対策の実施

33　市内産業の育成

30　実質公債費比率の改善

31　基金残高の確保

32　債務総額の抑制

３　歳出削減策の実施

36　広告収入の確保

37　財産の有効活用の促進

39　事業経費の削減

37-3　廃滅用水路の売却

37-2　廃道敷地の売却

 Ⅳ　財政基盤の強化

38　法定外税の活用可能性の研究

６　土地開発公社の経営改善

７　外郭団体等の経営改善

45　土地開発公社の経営改善

39-4　用品指定品目の見直しによる事業経費の削減

39-3　自転車駐車場の機械化による経費の削減

39-2　道路舗装事業経費の削減

５　契約制度の見直し

４　公会計のあり方の見直し

46-2　小平市社会福祉協議会の経営改善の要請

44　契約制度の見直し

41  予算編成方式の見直し

35-3　放置自転車撤去保管料の見直し

35-2　無料自転車駐車場の有料化

40　補助金の見直し

46-3　(社)小平市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの経営改善の要請

40-2　中学校課外クラブ活動費補助金の見直し

42　財務諸表を用いた財政分析の実施

43　官庁会計への企業会計手法導入の研究

46　小平市文化振興財団の経営の見直し
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６　広域連携の推進

３　公共施設のマネジメント 54　施設の総合的計画管理体制の構築

55　施設の有効活用の推進

56　施設のあり方の検討

５　電子市役所の推進

58-2　小学校給食のあり方の検討

62　電子市役所の推進

60　市場化テストの実施の検討

61　モニタリング（継続監視）の仕組みの検討

２　組織体制の見直し 52　定員の適正管理

４　行政サービス提供主体の見直し

60-2　窓口業務の官民競争化の検討

59　指定管理者制度の導入

53　庁内分権化の推進

55-2　ふれあい下水道館の有効活用

 Ⅴ　執行体制の再構築 １　人事給与制度の見直し

58　公立保育園の運営のあり方の検討

57　外部委託化の推進

50　研修・人材育成策の見直し

64-2　滞納整理事務の広域連携の研究

64　近隣市及び特定分野における広域連携の推進

64-3　下水道維持管理の広域化・共同化

63-3　家屋評価計算システムの変更

62-2　公金支払い手続の電子化等の推進

62-3　地方税ポータルシステム（エルタックス）の活用

63-2　住民情報システムの再構築

63　内部情報システムの検討

51　民間経験者の採用

48　人事考課制度の見直し

49　人材育成基本方針の見直し

47　手当等の見直し
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≪行財政再構築プランの推進体制≫ 
 

行財政再構築プランの着実な実施に向け、市長を本部長とする「行財政改革推進本部」

や新たに設置する「(仮称)行財政再構築推進委員会」などにおいて進行管理を行っていき

ます。また、進捗状況は定期的に市報やホームページで公表し、市民の方々から意見をい

ただいていきます。 

 

 

 

≪これまでの検討経過≫ 

小平市経営改革市民会議 

の開催 (H17.9～H18.3) 

小平市行財政改革推進本部の

開催 (H18.6～H19.３) 

小平市行財政再構築プラン

（素案）の公表 (H1９.１)

小平市の行財政再構築を進めるための

職員アンケートの実施 (H18.１～2) 

小平市行財政再構築方針検討

委員会の開催 (H18.6～10)

パブリックコメントの実施

(H1９.１～2) 

「(仮称)小平市行政経営プラン」

策定方針の策定 (H17.6)

 

小平市行財政再構築プラン 

＜問合せ＞ 小平市企画政策部行政経営課  

TEL:042-346-9756  FAX：042-346-9513 

電子メール:gyoseikeiei@city.kodaira.lg.jp  
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